
　くみ取り業者の都合により、8月13日(月)から16日(木)
までの間、し尿くみ取り業務を休止します。ご不便をおか
けしますが、ご理解ご協力をお願いします。
　なお、お盆が近くなりますと依頼が混み合い、要望に応
じられない場合がありますので、8月10日（金）までのくみ
取り依頼は、8日(水)までにお願いします。
申込＆問合せ●衛生センター・衛生課☎75-0352

日時●10月18日(木)小鹿野、長若地区
　　　　　 19日(金)三田川、倉尾、両神地区
　　　両日とも10:00～
場所●小鹿野文化センター
対象●満75歳以上の人、金婚を迎えるご夫婦(昭和43年
1月1日から昭和44年3月31日までに結婚され、小鹿野町
に住所のあるご夫婦)
※金婚について該当されるご夫婦は、9月20日(木)までに
福祉課へご連絡をお願いします。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

【説明会・チェーンソー講習会】
日時●8月25日(土)9:00～
場所●秩父広域森林組合・木材センター
　　　（秩父市寺尾2718-1）
※申込不要、受講無料

【木の駅概要】
出荷日●9月8日(土)、10月13日(土)、11月10日(土)、12月
8日(土)、平成31年1月12日(土)、2月9日(土)、3月9日(土)
時間●9:00～16:00
場所●秩父広域森林組合・木材センター
　　　(秩父市寺尾2718-1)
買取価格●0.5㎥あたり2,000円分、1㎥あたり4,000円
分の地域商品券で買い取ります。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

調査委託先●公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター
調査期間●9月～11月
調査対象●昭和52年3月以前に建築された以下の用途の建物
◎工場や事務所等の事業用建物
◎共同住宅の共用部分(通路、ホール、エレベーター等)
◎住宅兼店舗や住居兼事務所(事業用部分)
◎街路灯(水銀灯)
※一般家庭の蛍光灯や共同住宅の居住スペースには、PCB含有の
蛍光灯安定器はありません。

問合せ●埼玉県環境部産業廃棄物指導課
　　　　☎048-830-3148
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　「ちちぶ木の駅プロジェクト」が今年も始まります。この取組は、秩父の山に眠っている間伐材
などを「木の駅」に出荷して、地域商品券で買い取るものです。
　木の駅に木材を出荷する(売る)には、木の駅の説明会に参加する等、プロジェクトの内容を
確認したうえで、出荷者申込書兼登録証に必要事項を記入し、両神庁舎・産業振興課へ提出して
ください。(昨年までに登録をお済みの人は、登録手続きは不要です。)
　木の駅の説明会とチェーンソーの取扱いに関する講習会を同時開催しますので、安全に作業
していただくためにも、奮ってご参加ください。

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、体内に入ると健康被害を出す恐れがあるため、法律で期限内の
処分が義務付けられています。そのため、埼玉県では今年度、PCB含有の疑いがある古い蛍光
灯などの安定器について、訪問による調査を実施します。
　調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

検査日程・場所
■9月10日(月)／両神庁舎
　10:00～12:00、13:00～15:00
■9月11日(火)／小鹿野総合センター
　10:00～12:00、13:00～15:00

検査手数料【機械式（アナログ式）】
■指示はかり、台手動はかり、等比皿はかり、懸垂手動はか
り、不等比皿はかり、天びんはかり
　ひょう量100キロ以下…600円
　ひょう量250キロ以下…1,000円
■棒はかり、懸垂指示はかり　300円
■分銅、おもり付きのはかりは、分銅、おもりの個数分が
検査料に加算されます。　1個…10円
※電気式及びひょう量250キロを超える機械式はかりは、
別に巡回検査が行われます。
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　取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法により定期検査(2年に1回)が義務付け
られています。次のとおり埼玉県計量検定所による定期検査(集合検査)が行われますので、検
査の対象となる計量器を使用されている人は、「検査申請書」、「計量器」、「手数料」を当日持参
のうえ、必ず検査を受けてください。
　また、今回より新たに検査を受ける人は、当日「計量器」と「手数料」を持参してください。
　なお、検査の対象となる計量器を使用されている人には、電話や郵便等で問い合わせを行う
場合がありますのでご協力をお願いします。

①商品の重さを明示するために使用するもの
②原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するもの
③食材などの購入のために使用するもの
④貨物、荷物の運賃算出等に使用するもの
⑤農産物などの売買、出荷のために使用するもの
⑥薬の調剤用に使用するもの
⑦廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの

⑧自動詰込機により詰め込んだ商品の重さを最終確認するた
めに使用するもの
⑨観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記の
ために使用するもの
⑩保健センター、病院、学校、幼稚園、保育所等で法に定めら
れた健康診断(体重測定)に使用するもの
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問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

　訪問調査員は、県が調査員として
指定したことを証明する身分証明書
を携帯しています。また、調査員が物
品の販売や勧誘等を行うことはあり
ません。
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問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　☎75- 4197
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